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配偶者等暴力（ＤＶ）対策基本計画（第 2次）進捗状況調べ  

        

取り組み方策（ＰＬＡＮ） 所管課 平成 23～27年度実績（ＤＯ） 
評価（ＣＨＥＣＫ） 行動目標 

（ＡＣＴＩＯＮ） 進捗度 評価の理由 

[重点目標 1]神戸市配偶者暴力

相談支援センターの充実 

１相談体制の充実 

(1)相談員の機能分担 

 

 

 

支援センター 

 

 

 

・各区保健福祉部や県女性家庭セン

ターと連携して相談事例に応じた

支援内容のコーディネートを行っ

た。 

・各区婦人相談員・母子父子自立支

援員担当者会に出席し、ＤＶ相談に

関するサポートを行うことによっ

て、相談から支援まで、ＤＶ被害者

の立場にたった対応ができる環境

づくりに努めた。【支援センター】 

 

 

 

現状維持 

 

 

 

・相談員によるきめ細やか

な対応に努めているが、支

援センターにおけるコー

ディネート機能とサポー

ト機能の明確な機能分担

には、至っていない。 

 

 

 

・相談員の増員が困難な中で、

引き続き、支援センターのみ

ならず、ＤＶ被害者支援関係

部署へのＤＶに関する理解

をより深めることによって、

被害者の立場に立ったきめ

細やかな支援、サポート機能

の強化を実現する。 

(2)質の高い相談員の安定的確

保 

支援センター ・相談員の継続性の確保に努めた。 

・相談員の質の確保と向上のため、

スーパーバイズ研修を実施した。

【支援センター】 

前進 ・支援センター開設以来、

ＤＶ被害者支援に関する

知識と実践的技術の蓄積

に努めるとともに、相談員

への研修を実施している。 

・引き続き、相談員への研修

を実施する。 

・引き続き、被害者相談員の

継続性確保のため、相談員の

二次受傷、バーンアウト防止

等に配慮する。 

(3)身近な場所で相談できる質

の高い窓口の複数設置の検討 

男女共同参画課 

・支援センター 

・ＤＶ検討会で継続的に意見交換を

行っている。【男女共同参画課・支

援センター】 

現状維持 ・支援センターの複数設置

はできていない。 

・市民に 1 番近い窓口であ

る区役所の相談員等に対

するＤＶに関する研修を

継続実施している。 

・引き続き検討を行う。 

(4)リーフレットの配布・ＤＶ防

止キャンペーン等による周知

徹底 

支援センター・ 

男女共同参画課 

 

・関係機関でのリーフレットの配布

やＤＶ防止キャンペーンによる周

知のほか、平成 24 年度からは市内

の大学及び専門学校でＤＶ防止カ

現状維持 ・目標数値と比べるとかな

り低いが、平成 26 年度の

意識調査に協力した市政

アドバイザーは 50 歳代以

・引き続き、リーフレットの

配布やＤＶ防止キャンペー

ンによる周知に努める。 

・一般市民向けの啓発に加え、

（案） 
資料３ 
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取り組み方策（ＰＬＡＮ） 所管課 平成 23～27年度実績（ＤＯ） 
評価（ＣＨＥＣＫ） 行動目標 

（ＡＣＴＩＯＮ） 進捗度 評価の理由 

ードの配布も始めた。 

・平成 25年度からは、神戸市と包括

連携に関する協定を締結している

ローソン、ファミリーマートの市内

各店舗のトイレにデートＤＶ防止

啓発カードを設置し、広く啓発する

よう努めた。 

≪ＤＶ相談窓口を知っている人

（市政アドバイザー意識調査）≫ 

 23年度 57.1% 

 24年度 51.9% 

 25年度 50.2% 

 26年度 47.9% 

 27年度 50.5% 

【支援センター・男女共同参画課】 

上が 61.7%で、回答者の年

齢層が高かったことも理

由と思われる。 

 
 

≪27年度目標≫ 

市政アドバイザーの認

知度 70％ 

アドバイザーへのアンケー

トの機会をとらえ、市政アド

バイザーへの啓発も実施す

る。 

(5)相談受付時間の拡大のあり

方の検討 

男女共同参画課 

・支援センター 

・相談受付時間の拡大（月曜日の受

付）について検討し、平成 27 年度

より月曜日にも相談受付を実施し、

年末年始を除く毎日相談できる体

制を整えた。【男女共同参画課・支

援センター】 

顕著な成

果 

・相談件数が増加する中で

（Ｈ24：2,513件、Ｈ25：

2,424件、Ｈ26：3,324件、

Ｈ27：3,414 件）、受付を

拡大することができた。 

・これまで火曜日・水曜日に

相談が集中しがちであった

が、月曜日も受付可能になる

ことで、相談の平準化が図ら

れている。引き続き、相談件

数や困難事例の動向、法改正

等にも注視しつつ、相談体

制、等を検討していく。 

(6)面接時の子どもの一時保育

の実施 

支援センター ・平成 21 年 11 月より、就学前の子

どもを連れた相談者のための一時

保育を実施している。【支援センタ

ー】 

前進 ・一時保育を実施し、相談

者が利用しやすい環境を

整えている。 

・引き続き、相談者の利便性

のために一時保育を実施す

る。 

(7)デートＤＶ相談に専門的に

対応できる体制の整備 

支援センター ・支援センターにおいてデートＤＶ

に関する相談にも継続して対応し

ている。【支援センター】 

・平成 24年度より市内の大学及び専

門学校で配布しているデートＤＶ

現状維持 ・支援センターにおいて相

談を実施しているが、専門

窓口の設置には至ってい

ない。 

・引き続き、デートＤＶにつ

いても支援センターにて対

応するとともに、支援センタ

ーの周知に努める。 
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取り組み方策（ＰＬＡＮ） 所管課 平成 23～27年度実績（ＤＯ） 
評価（ＣＨＥＣＫ） 行動目標 

（ＡＣＴＩＯＮ） 進捗度 評価の理由 

防止啓発カードで支援センターの

案内をしている。【男女共同参画課】 

(8)男性被害者の相談機会の確

保について検討 

支援センター・ 

男女共同参画課 

・ＤＶ検討会で継続的に意見交換を

行っている。 

・定期的に県と情報交換を実施して

いる。【支援センター・男女共同参

画課】 

現状維持 ・県の相談窓口を紹介する

に留まっている。 

・国及び他の市町村の動向や

男性相談の需要を勘案しな

がら、市独自の相談窓口の設

置などについて検討してい

く。 

２連絡・調整機能の強化 

(1)各区婦人相談員・母子自立支

援員によるＤＶ相談について

の協力・サポート 

 

支援センター 

 

・各区婦人相談員・母子父子自立支

援員担当者会に出席し、ＤＶ相談に

関する連携及びサポートを行って

いる。【支援センター】 

 

前進 

 

・各区との連携を深め、サ

ポートすることにより、Ｄ

Ｖについての理解を深める

よう努めている。 

 

・引き続き、新しい事例を紹

介するなど連携及びサポー

トに努める。 

(2)対応困難ケースへの関係機

関と連携した対応 

支援センター ・対応困難ケースに対しては、各区、

警察、民間支援団体等の関係機関と

連携して対応している。【支援セン

ター】 

現状維持 ・関係機関と連携した対応

に努めているが、ケースカ

ンファレンスを行うまで

には至っていない。 

・引き続き、関係機関との情

報共有を図りながら、適宜ケ

ースカンファレンスを実施

できるような仕組みづくり

を検討していく。 

(3)相談シートの使用範囲を拡

充及び「支援手帳」（仮称）安

全かつ効果的な活用方法の検

討 

支援センター・ 

男女共同参画課 

・ＤＶ検討会で継続的に意見交換を

行っている。【支援センター・男女

共同参画課】 

現状維持 ・被害者個人が自分でデー

タを管理することの危険

性や各施策資料を更新す

る煩雑さを考慮し、相談シ

ートの活用、支援手帳の作

成は、ともに進んでいな

い。 

・ワンストップ窓口が難しい

中、各相談支援窓口の連携強

化により、被害者の負担にな

らない方法を検討し、支援を

進めていく。 

[重点目標２］相談窓口の充実 

１各区保健福祉部窓口の充実 

(1)窓口の機能充実 

 

 

各区保健福祉部 

 

 

・相談者の心情に配慮した対応をす

ることで、被害者支援を実施してい

る。 

・保健相談の場面でＤＶを把握した

場合にＤＶの特性を念頭に置いた

保健指導を実施している。 

 

 

前進 

 

 

・左記の取り組みを継続し

て実施している。 

 

 

・関係機関との連携を強化し、

相談者に対する適切な支援

を継続して実施する。 
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取り組み方策（ＰＬＡＮ） 所管課 平成 23～27年度実績（ＤＯ） 
評価（ＣＨＥＣＫ） 行動目標 

（ＡＣＴＩＯＮ） 進捗度 評価の理由 

・母子父子・婦人相談と保健相談の

連携を進めている。【こども家庭局】 

(2)婦人相談員・母子自立支援員

等関係職員の資質の向上 

各区保健福祉部 ・児童・ひとり親家庭・寡婦・婦人

の福祉に関係する事務研修におい

て、支援センターより講師派遣を受

け講義を行った。 

・外部での研修を積極的に受講して

いる。【こども家庭局】 

前進 ・支援センターとの連携強

化につながった。 

・研修や会議等を通じ、引き

続き相談員の資質向上を図

る。 

(3)母子・婦人相談と保健相談、

各区こども家庭支援室との連

携の強化 

各区保健福祉部 ・研修や会議を通じ、対応の徹底を

周知している。【こども家庭局】 

前進 ・左記の取り組みを継続し

て実施している。 

・関係機関との連携を強化し、

相談者に対する適切な支援

を継続して実施する。 

(4)関係機関との積極的な連絡

調整・連携強化 

各区保健福祉部 ・各区にて実務者ネットワーク会議

を開催し、連携強化に努めている。

【こども家庭局】 

前進 ・左記の取り組みを継続し

て実施している。 

・ネットワーク会議等を活用

し、更なる連携強化を図る。 

(5) 婦人相談員・母子自立支援

員によるＤＶ相談の広報 

各区保健福祉部 ・「すくすくハンドブック」にＤＶ相

談窓口を掲載し、配布している。 

・平成 26年度に女性のための各種相

談チラシを作成し、支援対象者へ配

布している。 

・各種ＤＶ関連リーフレットへの掲

載に努めている。【こども家庭局】 

前進 ・左記の取り組みを継続し

て実施している。 

・引き続き、各種ＤＶ関連リ

ーフレット等を相談者の目

につきやすく手にしやすい

場所に置くように努めてい

く。 

２男女共同参画センターの充実 

(1)カウンセラー・相談員の資質

向上 

 

男女共同参画セ

ンター 

 

・女性相談の実績のあるカウンセラ

ーを配置している。 

・ＤＶ被害者支援者研修等について

情報提供するとともに、カウンセラ

ー・相談員も参加している。【男女

共同参画センター】 

 

前進 

 

・カウンセラー・相談員が

ＤＶ被害者支援者研修等

に参加することで、資質向

上を図っている。 

 

・相談者に適切な情報提供が

出来るよう引き続き、取り組

みを実施していく。 

(2)情報アドバイザーの対応技

術の更なる向上 

男女共同参画セ

ンター 

・ＤＶに関する啓発セミナーの企画

などを通じて知識を習得し、丁寧な

窓口対応に努めている。【男女共同

参画センター】 

前進 ・セミナーの企画などを通

じて知識を習得し、窓口対

応の技術の向上に努めて

いる。 

・引き続き、取り組みを実施

していく。 
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取り組み方策（ＰＬＡＮ） 所管課 平成 23～27年度実績（ＤＯ） 
評価（ＣＨＥＣＫ） 行動目標 

（ＡＣＴＩＯＮ） 進捗度 評価の理由 

(3)専門家と連携して被害者が

集える場の提供 

男女共同参画セ

ンター 

・民間支援団体の登録グループに学

習室を提供している。 

・ＤＶを経験した女性同士で語り合

う「ＤＶ被害者サポートグループ」

を平成 23年 6月から月 1回開催し

ている。【男女共同参画センター】 

前進 ・サポートグループの実施

により、ＤＶ被害者が安心

して安全に集える場を提

供できるように努めてい

る。 

・引き続き、取り組みを実施

していく。 

(4)女性のための相談室で対応

すべき事項と支援センターで

対応すべき事項の整理・連携 

男女共同参画セ

ンター 

・相談内容に応じて、相談者が必要

とする各相談を案内している。 

・合同研修会の実施【男女共同参画

センター】 

前進 ・相談者がタイミングよく

各機関につながるように

的確に案内している。 

 併せて、合同研修の実施

により、各機関の支援内容

の理解を促し、連携を強化

している。 

・引き続き、取り組みを実施

していく。 

３その他相談窓口の充実 

 (1)ＤＶ被害者が訪れる機関の

すべてが「相談窓口」と認識

し専門相談機関の情報の提供

ができるよう意識を啓発 

 

市民相談室、各

区まちづくり推

進部、保育所、

こども家庭セン

ター、市民病院、

学校園、人権推

進課 

 

・支援センター主催の研修への参加

や院内での勉強会の開催等による

意識啓発に努めている。【市民病院】 

 

・ＤＶが推測される場合は、支援セ

ンターや警察等の相談窓口を案内

し、支援を必要とする人の安全確保

を念頭に置いて情報提供に努めて

いる。【区政振興課】 

 

・ＤＶ相談に際しての注意事項や専

門相談機関の事業内容等を掲載し

た「神戸市犯罪被害者支援ハンドブ

ック」を平成 28 年 3 月に改訂し、

関係機関に配置した。【人権推進課】 

 

 

・外部研修への参加や関係機関の見

学等を行うことにより、意識啓発に

 

現状維持 

 

 

 

前進 

 

 

 

 

 

前進 

 

 

 

 

 

 

現状維持 

 

・左記の取り組みを継続し

て実施している。 

 

 

・警察等とも連携し、被害

者が安心感を得て、的確な

支援開始につながるよう

努めている。 

 

 

・ハンドブックの活用方法

等についての職員研修を

実施した・ 

（25年度 174名参加） 

（26年度 149名参加） 

（27年度 143名参加） 

 

・例年どおりの取り組み内

容であったため。 

 

・引き続き、取り組みを実施

していく。 

 

 

・ＤＶ支援対象の拡大による

相談窓口の多様化と支援措

置件数の増加を踏まえ、より

適切に窓口案内ができるよ

う、検討する。 

 

・引き続きハンドブックの効

果的な活用に努める。 

 

 

 

 

 

・更なる研修参加への参加と

内部研修の企画・実施に努め
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取り組み方策（ＰＬＡＮ） 所管課 平成 23～27年度実績（ＤＯ） 
評価（ＣＨＥＣＫ） 行動目標 

（ＡＣＴＩＯＮ） 進捗度 評価の理由 

努めている。【こども家庭センター】 

 

る。 

(2)相談の中でのＤＶの有無に

関する的確な判断及び支援セ

ンターへの引継の実施 

市民相談室、各

区まちづくり推

進部・保健福祉

部、保育所、こ

ども家庭センタ

ー、市民病院、

学校園等、人権

推進課 

・被害者と思われる患者にはリーフ

レットを配布して支援センターを

案内するなどの対応を行っている。

【市民病院】 

 

・生活保護の相談の中でＤＶに関す

るものについては面接員及びケー

スワーカーが婦人相談員・母子父子

自立支援員と連携して対応し、必要

な対応を実施している。 

 

・新たに生活保護に従事する職員へ

の研修（約 100 名参加）に平成 23

年度からＤＶに関するカリキュラ

ムを組み込み、関係機関との連携に

ついての認識を深めている。【保護

課】 

 

・ＤＶが推測される場合は、支援セ

ンターや警察等の相談窓口を案内

し、支援を必要とする人の安全確保

を念頭に置いて情報提供に努めて

いる。【区政振興課】 

 

・支援センターとの連携の際の注意

点等を掲載した「神戸市犯罪被害者

ハンドブック」を平成 28年 3 月に

改訂し、関係機関に配置した。【人

権推進課】 

 

 

現状維持 

 

 

 

 

現状維持 

 

 

 

 

 

顕著な成

果 

 

 

 

 

 

前進 

 

 

 

 

 

前進 

 

 

 

 

 

 

・左記の取り組みを継続し

て実施している。 

 

 

 

・生活保護の相談の中で連

携を確保できている。 

 

 

 

 

・職員に対する新たな研修

機会を設け、認識も深まっ

たと思われる。 

 

 

 

 

・警察等とも連携し、被害

者が安心感を得て、的確な

支援開始につながるよう

努めている。 

 

 

・ハンドブックの活用方法

等についての職員研修を

実施した。 

（25年度 174名参加） 

（26年度 149名参加） 

（27年度 143名参加） 

 

・引き続き、取り組みを実施

していく。 

 

 

 

・引き続き連携の強化を図る。 

 

 

 

 

 

・ＤＶに関する研修を継続し、

生活保護に従事する職員に、

関係機関との連携に関する認

識を深める。 

 

 

 

・ＤＶ支援対象の拡大による

相談窓口の多様化と支援措置

件数の増加を踏まえ、より適

切な窓口案内ができる体制づ

くりを検討する。 

 

・引き続きハンドブックの活

用に努める。 

 

 

 

 

 



「顕著な成果」十分な成果があがっている  「前進」十分とはいえないが、それなりに成果があがっている  「現状維持」成果があがっていない 
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取り組み方策（ＰＬＡＮ） 所管課 平成 23～27年度実績（ＤＯ） 
評価（ＣＨＥＣＫ） 行動目標 

（ＡＣＴＩＯＮ） 進捗度 評価の理由 

・女性家庭センターや配偶者暴力相

談支援センター等との連携強化【こ

ども家庭センター】 

前進 ・関係機関の「ＤＶと虐待

の関係性」への認識や取組

が高まり、より密で具体的

な連携が実施されてきつ

つある。 

・今後も引き続き、相談業務

の中で、虐待事案の背景にあ

る配偶者問題等への視点を持

ち、関係機関との連携を深め

る。 

[重点目標３] 被害者の安全確

保の徹底 

１被害者の緊急時等の安全確保

の徹底 

(1)県に対して一時保護対策の

充実について要望 

 

 

 

 

こども家庭局、 

男女共同参画課 

・支援センター 

 

 

 

 

・24時間対応や円滑な一時保護の実

施等について兵庫県へ要望を行い、

25 年度を目標年次とする県ＤＶ防

止・被害者保護計画の目標を上回る

一時保護委託施設の拡充が実現し

た。【こども家庭局、男女共同参画

課・支援センター】 

 

 

 

 

前進 

 

 

 

 

・県が目標を上回る一時保

護委託施設の拡充を行っ

た。（目標 27 施設→実績

29施設） 

 

 

 

 

・24 時間対応については引き

続き要望するとともに、一時

保護については需要を見な

がら対応を検討していく。 

(2)県の婦人相談所との連携強

化 

各 区 保 健 福 祉

部、支援センタ

ー 

・事案ごとに県児童課と協議しなが

ら対応を進めている。【こども家庭

局】 

 

・年 2 回開催される県内配偶者暴力

相談支援センター連絡会などを通

じて情報交換を行っている。 

・相談事例を通じての連携や県婦人

相談所や支援センターが主催する

研修に相互に参加することによる

連携を図っている。【支援センター】 

前進 

 

 

 

前進 

・左記の取り組みを継続し

て実施し、連携が強まって

いる。 

 

・県の主催する研修にも参

加することで、顔が見える

関係作りを実施し、実際の

相談事例を通じて、相談者

により良い支援が行える

ように連携をしている。 

・引き続き連携を強化して取

り組みを進めていく。 

 

 

・引き続き連携を強化して取

り組みを進めていく。 

(3)支援センターの場所の秘匿

の徹底及び関係機関への移動

の際の安全確保への配慮 

支援センター・ 

男女共同参画課 

・支援センターの場所の秘匿を徹底

している。【支援センター・男女共

同参画課】 

前進 ・支援センターの場所を秘

匿とすることにより、被害

者及び支援者の安全確保

を徹底して実施している。 

 

・引き続き、被害者の支援者

の安全確保のため、取り組み

を実施していく。 



「顕著な成果」十分な成果があがっている  「前進」十分とはいえないが、それなりに成果があがっている  「現状維持」成果があがっていない 
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取り組み方策（ＰＬＡＮ） 所管課 平成 23～27年度実績（ＤＯ） 
評価（ＣＨＥＣＫ） 行動目標 

（ＡＣＴＩＯＮ） 進捗度 評価の理由 

(4)各区こども家庭支援室・こど

も家庭センターとの連携強化

による迅速な対応 

支援センター、

各 区 保 健 福 祉

部、こども家庭

センター 

・警察機関（ＤＶから児童に与える

心理的虐待通告）や区こども家庭支

援室との連携を強化。【支援センタ

ー、各区保健福祉部、こども家庭セ

ンター】 

前進 ・ＤＶの児童に与える心理

的影響やＤＶ被害時、児童

虐待の有無を確認する視

点・取組が浸透し、警察通

告を起点とした連携強化

に努めている。（支援セン

ター） 

・浸透しつつあるＤＶによ

る児童への影響（心理的影

響等）や虐待として捉える

視点を継続して持ち続け、

支援を展開している。特に

面前ＤＶ事案の通告につ

いては警察との連携が速

やかに行われている。（こ

ども家庭センター） 

・今後も引き続き、関係機関

との連携を深め、ＤＶから派

生する虐待等に関して迅速

に対応し、児童の安全確保・

健全育成に努める。（支援セ

ンター） 

 

・今後も引き続き、相談業務

の中で虐待事案の背景にあ

る配偶者問題等への視点を

持ち、関係機関との連携を深

める。（こども家庭センター） 

(5)保育所・学校園等との連携強

化 

支援センター、

各 区 保 健 福 祉

部、保育所、教

育委員会（総務

課）・学校 

・相談者のこどもの安全確保に継続

して努める。【支援センター】 

 

 

 

・該当事案について確実に連携し、

見守り体制を確立している。【各区

保健福祉部、教育委員会（総務課）・

学校】 

前進 

 

 

 

 

前進 

 

 

・被害者へ的確な情報提供

を行うことにより、こども

の安全確保を徹底してい

る。 

 

・各区市民課との間でも情

報共有を図り、秘匿扱いを

徹底している。 

・引き続き連携を強化して取

り組みを進めていく。 

 

 

 

 

[重点目標４] 被害者の情報管

理の徹底 

１被害者の相談窓口等における

情報管理の徹底 

(1)-①被害者に関する情報の共

有 

 

 

 

 

支援センター、

各区まちづくり

推進部市民課・

保 険 年 金 医 療

 

 

 

 

・情報管理の徹底を継続している。

【支援センター】 

 

・面接員やケースワーカーが婦人相

 

 

 

 

前進 

 

 

前進 

 

 

 

 

・左記の取り組みを継続し

て実施している。 

 

・左記の取り組みを継続し

 

 

 

 

・引き続き情報共有の徹底を

図る。 

 

・引き続き情報共有の徹底を



「顕著な成果」十分な成果があがっている  「前進」十分とはいえないが、それなりに成果があがっている  「現状維持」成果があがっていない 
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取り組み方策（ＰＬＡＮ） 所管課 平成 23～27年度実績（ＤＯ） 
評価（ＣＨＥＣＫ） 行動目標 

（ＡＣＴＩＯＮ） 進捗度 評価の理由 

課・保健福祉部、

教育委員会、人

権推進課 

談員・母子父子自立支援員と連携す

るなど、日常業務で情報共有の徹底

を図り、より良い支援に結び付けら

れるよう協力をしている。【保護課、

こども家庭局】 

 

・生活保護に従事する職員への研修

に平成 23 年度から新たにＤＶに関

するカリキュラムを組み込んだ。

【保護課】 

 

・就学事務担当会議において情報共

有を徹底するとともに、ＤＶ事案発

生時においては各区市民課と学校

との間で確実に連携することとし

ている。【教育委員会（総務課）】 

 

・税・国民健康保険・選挙管理委員

会など関係窓口へのＤＶ・ストーカ

ー被害者支援の情報提供を徹底す

るとともに、必要に応じて関係課と

協議・確認を行うなど連携強化に努

めている。【区政振興課】 

 

・関係機関との情報共有における留

意点等を掲載した「神戸市犯罪被害

者ハンドブック」を平成 28年 3月に

改訂し、関係機関に配布した。【人権

推進課】 

 

 

 

 

 

 

顕著な成

果 

 

 

 

前進 

 

 

 

 

 

前進 

 

 

 

 

 

 

前進 

て実施している。 

 

 

 

 

 

・職員に対する新たな研修

機会を設け、認識も深まっ

たと思われる。 

 

 

・左記の取り組みを継続し

て実施している。 

 

 

 

 

・関係課との情報共有につ

いて、情報管理に留意する

ことを相互に認識するとと

もに連携を図ることができ

た。 

 

 

・ハンドブックの活用方法

等についての職員研修を実

施した。 

（25年度 174名参加） 

（26年度 149名参加） 

（27年度 143名参加） 

図る。 

 

 

 

 

 

・ＤＶに関する研修を継続し、

生活保護に従事する職員に、

関係機関との連携に関する認

識を深める。 

 

・引き続き情報共有の徹底を

図る。 

 

 

 

 

・引き続き情報共有・連携を

徹底する。 

 

 

 

 

 

・引き続きハンドブックの活

用に努める。 

(1)-②関係機関による居所を含

む被害者の情報管理の徹底 

支援センター、

各区まちづくり

推進部市民課・

・情報管理の徹底をしている。【支援

センター、各区役所、教育委員会】 

 

現状維持 

 

 

・左記の取り組みを継続し

て実施している。 

 

・引き続き情報管理の徹底を

図る。 

 



「顕著な成果」十分な成果があがっている  「前進」十分とはいえないが、それなりに成果があがっている  「現状維持」成果があがっていない 
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取り組み方策（ＰＬＡＮ） 所管課 平成 23～27年度実績（ＤＯ） 
評価（ＣＨＥＣＫ） 行動目標 

（ＡＣＴＩＯＮ） 進捗度 評価の理由 

保 険 年 金 医 療

課・保健福祉部、

教育委員会 

・ＤＶに関する情報をケース記録に

記載する際にも居所等が外部に漏

れないよう特に注意を払うなど、日

常業務で厳重な情報管理の徹底を

図っている。【保護課、こども家庭

局】 

 

・新たに生活保護に従事する職員へ

の研修に平成 23 年度からＤＶに関

するカリキュラムを組み込んだ。

【保護課】 

 

・係長会や新たに国保年金医療課に

関する業務を担当する職員への研

修において、厳重な情報管理の徹底

等ＤＶ被害者の支援について周知

を図った。【国保年金医療課】 

 

・関係課への被害者支援の情報提供

を徹底するとともに、市民課初任者

に対する研修や市民課ＤＶ担当者

への研修を実施した。 

≪市民課初任者研修出席者≫ 

23年度 62名 

24年度 66名 

25年度 87名 

26年度 99名 

27年度 83名 

≪ＤＶ担当者研修出席者≫ 

24年度 28名 

26年度 21名 

27年度 10名 

 

前進 

 

 

 

 

 

 

顕著な成

果 

 

 

 

前進 

 

 

 

 

 

前進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・左記の取り組みを継続し

て実施している。 

 

 

 

 

 

・職員に対する新たな研修

機会を設け、認識も深まっ

たと思われる。 

 

 

・ＤＶ被害者の支援にかか

る取り組みに対する共通

認識の徹底が図られた。 

 

 

 

・職員の業務知識が向上す

ることで、慎重に取り扱う

べき個人情報であるとい

う共通認識のもと、情報管

理を徹底するようになっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・引き続き情報管理の徹底を

図る。 

 

 

 

 

 

・ＤＶに関する研修を継続し、

生活保護に従事する職員に、

関係機関との連携に関する

認識を深める。 

 

・引き続き取り組みを継続し

ていく。 

 

 

 

 

・制度の理解とともに、実務

レベルの事務処理に関する充

実した研修を実施するなどし

て、引き続き情報管理の徹底

を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「顕著な成果」十分な成果があがっている  「前進」十分とはいえないが、それなりに成果があがっている  「現状維持」成果があがっていない 
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取り組み方策（ＰＬＡＮ） 所管課 平成 23～27年度実績（ＤＯ） 
評価（ＣＨＥＣＫ） 行動目標 

（ＡＣＴＩＯＮ） 進捗度 評価の理由 

・総務省通知に基づき、各区におい

て支援措置事務を行う上で、住民基

本台帳担当係長を支援措置責任者

と位置付けるとともに、支援措置の

決定や証明書の交付手続きにおい

て複層的チェックを行うこととし

た。【区政振興課】 

前進 

 

 

 

 

 

 

 

・支援措置事務の責任者を

明確化し、複数の職員でチ

ェックすることを義務づ

けることで、個人情報の慎

重な取扱いを徹底するこ

とができた。 

 

 

・事務手続きのマニュアルを

作成し、「見える化」すること

で、職員が異動しても同じレ

ベルで情報管理が行えるよう

に取り組む。 

 

 

 

(2)他市町村等との連絡時の個

人情報の管理の徹底 

 

 

 

支援センター、

各区まちづくり

推進部市民課・

保 険 年 金 医 療

課・保健福祉部、

教育委員会、人

権推進課 

・情報管理の徹底を継続している。

【支援センター、各区役所、教育委

員会】 

 

・ＤＶ被害者が他市町村への転出す

る場合は当該市町村に被害者情報

の保護を要請するなど、日常業務で

情報管理の徹底を図っている。【保

護課、こども家庭局】 

 

・新たに生活保護に従事する職員へ

の研修に平成 23 年度からＤＶに関

するカリキュラムを組み込んだ。

【保護課】 

 

・他市町村への送付書類のひな型を

作成して各区市民課に配布すると

ともに、就学事務担当者会議により

情報管理の徹底について周知して

いる。【教育委員会（総務課）】 

 

・関係市町村への被害者情報の提

供・確認は、折り返しの電話又は文

書によることを徹底する。職員に

は、市民課初任者研修、ＤＶ担当者

前進 

 

 

 

前進 

 

 

 

 

 

顕著な成

果 

 

 

 

前進 

 

 

 

 

 

前進 

 

 

 

・左記の取り組みを継続し

て実施している。 

 

 

・左記の取り組みを継続し

て実施している。 

 

 

 

 

・職員に対する新たな研修

機会を設け、認識も深まっ

たと思われる。 

 

 

・左記の取り組みを継続し

て実施している。 

 

 

 

 

・各区の事務処理に関して

情報を共有し、事務の平準

化を図り、どの区において

も市民課職員が適切な対

・引き続き情報管理の徹底を

図る。 

 

 

・引き続き情報管理の徹底を

図る。 

 

 

 

 

・ＤＶに関する研修を継続し、

生活保護に従事する職員に、

関係機関との連携に関する

認識を深める。 

 

・引き続き情報共有の徹底を

図る。 

 

 

 

 

・制度変更などについては担

当係長会や関係課との協議

による周知徹底を行い、必要

に応じて研修を実施する。 



「顕著な成果」十分な成果があがっている  「前進」十分とはいえないが、それなりに成果があがっている  「現状維持」成果があがっていない 
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取り組み方策（ＰＬＡＮ） 所管課 平成 23～27年度実績（ＤＯ） 
評価（ＣＨＥＣＫ） 行動目標 

（ＡＣＴＩＯＮ） 進捗度 評価の理由 

研修、住民基本台帳担当係長会の場

を活用し、周知する。【区政振興課】 

 

・関係機関との情報共有における留

意点等を掲載した「神戸市犯罪被害

者ハンドブック」を平成 28 年 3 月

に改訂し、関係機関に配置した。【人

権推進課】 

 

 

 

前進 

応を行えるよう徹底に努

めた。 

 

・ハンドブックの活用方法

等についての職員研修を

実施した。 

（25年度 174名参加） 

（26年度 149名参加） 

（27年度 143名参加） 

 

 

 

・引き続きハンドブックの活

用に努める。 

(3)被害者の子どもの就学に関

する対応マニュアルの見直し 

教育委員会 ・関係局区と協議しながら検討を行

っている。【教育委員会（指導課）】 

現状維持 ・検討を行っているが見直

しには至っていない。 

・関係局区と協議しながら検

討を行っている。 

(4)関係機関で共有すべき情報

に関する情報の提供方法や確

認方法等の検討 

支援センター、

各区まちづくり

推進部市民課・

保 険 年 金 医 療

課・保健福祉部、

教育委員会、人

権推進課 

・日常業務で、加害者対応を念頭に

置き、細心の注意を払って情報を取

り扱っている。【支援センター、各

区役所、教育委員会】 

 

 

・新たに生活保護に従事する職員へ

の研修に平成 23 年度からＤＶに関

するカリキュラムを組み込んだ。

【保護課】 

 

・事由発生時に、区と学校との間で

情報を共有するなど確実に連携し

ている。【教育委員会（総務課）】 

 

・関係機関への被害者情報の提供・

確認は、折り返しの電話又は文書に

よることを徹底する。職員には、市

民課初任者研修、ＤＶ担当者研修、

住民基本台帳担当係長会の場を活

用し、周知する。 

 また、事務処理の変更や確認は、

前進 

 

 

 

 

 

顕著な成

果 

 

 

 

前進 

 

 

 

前進 

 

 

 

 

 

 

・常に加害者対応を念頭に

おいて業務を行うことに

より、危機管理及び情報管

理の徹底を図っている。 

 

 

・職員に対する新たな研修

機会を設けたことで、認識

が深まったとの意見があ

った。 

 

・左記の取り組みを継続し

て実施している。 

 

 

・各区の事務処理に関して

情報を共有し、事務の平準

化を図り、どの区において

も市民課職員が適切な対

応を行えるよう徹底に努

めた。 

 

・引き続き個人情報の取扱い

及び管理の徹底を図る。 

 

 

 

 

・ＤＶに関する研修を継続し、

生活保護に従事する職員に、

関係機関との連携に関する

認識を深める。 

 

・引き続き情報共有の徹底を

図る。 

 

 

・制度変更などについては担

当係長会や関係課との協議

による周知徹底を行い、必要

に応じて研修を実施する。 

 

 

 



「顕著な成果」十分な成果があがっている  「前進」十分とはいえないが、それなりに成果があがっている  「現状維持」成果があがっていない 
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取り組み方策（ＰＬＡＮ） 所管課 平成 23～27年度実績（ＤＯ） 
評価（ＣＨＥＣＫ） 行動目標 

（ＡＣＴＩＯＮ） 進捗度 評価の理由 

支援措置責任者である住民基本台

帳担当係長の集まる会議で議論し、

職員に周知をしている。【区政振興

課】 

 

・当事者の同意の取り方や情報の提

供方法等を掲載した「神戸市犯罪被

害者ハンドブック」を平成 28 年 3

月に改訂し、関係機関に配布した。

【人権推進課】 

 

 

 

 

 

前進 

 

 

 

 

 

・ハンドブックの活用方法

等についての職員研修を

実施した。 

（25年度 174名参加） 

（26年度 179名参加） 

（27年度 143名参加） 

 

 

 

 

 

・引き続きハンドブックの活

用に努める。 

[重点目標５] 生活基盤を整え

るための支援 

１被害者に対する適切な経済的

支援 

(1)必要な経済的支援を適切に

実施 

 

 

 

 

各区役所 

 

 

 

 

・被害者の実情に合った市の施策を

紹介するとともに、必要に応じて関

係部署と連携して対応している。

【各区役所】 

 

 

 

 

前進 

 

 

 

 

・左記の取り組みを継続し

て実施している。 

 

 

 

 

・引き続き、取り組みを実施

していく。 

(2)制度の内容や手続のわかり

やすい説明を徹底 

各区役所 ・被害者にわかりやすい説明に努め

ている。【各区役所】 

前進 ・左記の取り組みを継続し

て実施している。 

・引き続き、取り組みを実施

していく。 

(3)加害者から逃れた被害者の

自立のための経済的支援の仕

組みの検討 

男女共同参画課 ・ＤＶ検討会で継続的に意見交換を

行っている。【男女共同参画課】 

現状維持 ・他都市の基金や補助制度

等について調査、議論をし

てきたが、具体的な施策実

施には至っていない。 

・ＤＶ検討会において引き続

き検討を行う。 

[重点目標６] 住宅の確保に向

けた支援 

１母子生活支援施設の充実 

   入所者の健康回復・生活基盤

の安定化・自立に向けた支援

充実 

 

 

 

こども家庭局 

 

 

 

・入所者の生活環境改善のため、備

品の整備や施設の老朽改修を行っ

ている。【こども家庭局】 

 

 

 

前進 

 

 

 

・左記の取り組みを継続し

て実施している。 

 

 

 

・引き続き入所者の生活環境

改善に努める。 



「顕著な成果」十分な成果があがっている  「前進」十分とはいえないが、それなりに成果があがっている  「現状維持」成果があがっていない 
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取り組み方策（ＰＬＡＮ） 所管課 平成 23～27年度実績（ＤＯ） 
評価（ＣＨＥＣＫ） 行動目標 

（ＡＣＴＩＯＮ） 進捗度 評価の理由 

２市営住宅の活用 

(1)目的外使用住宅を適切に利

用できる仕組みの検討 

 

住宅管理課 

 

・市営住宅の募集における優遇措置

及び目的外使用による提供を継続

して実施している。 

・目的外使用について、婦人相談員

連絡会で 7回情報交換を行った。 

・平成 25年 9月に目的外使用に関す

る要綱を策定し、対象者要件等を国

の通知に準じたものに見直すとと

もに手続きの簡略化を行った。 

 23～27年度目的外使用 10件【住

宅管理課】 

 

顕著な成

果 

 

・「配偶者からの暴力被害者

のための市営住宅目的外

使用に関する要綱」を策定

し、対象者要件及び手続を

見直した。 

 

・平成 27年度において、目

的外使用申請が 4 件あっ

た。 

 

・募集時の優遇措置及び目的

外使用による提供を継続す

る。 

 

 

 

・目的外使用のために確保す

る住戸の数を増やし、選択で

きる住宅の幅を広げる。 

(2)目的外使用住宅の利用可能

対象者の的確な把握・必要な

情報の提供 

支援センター、 

各区保健福祉部 

・関係機関と連携し、制度に関する

必要な情報提供を行っている。【支

援センター、各区保健福祉部】 

前進 ・他部局との連携により、

的確な情報を把握し、被害

者へ情報提供できるよう

に努めている。 

・相談者へ適切に情報を提供

し、就業支援につなげる。 

・各区において対象者を把握

し、適宜情報提供を行ってい

く。 

[重点目標７]  就業の支援 

１被害者に対する適切な情報や

支援の提供 

(1)就業相談や母子家庭自立支

援給付金制度等に関するわか

りやすい周知・活用の促進 

 

 

 

母 子 家 庭 等 就

業・自立支援セ

ンター、支援セ

ンター、各区保

健福祉部、こど

も家庭局 

 

 

 

・関係機関と連携し、制度に関する

必要な情報提供を行っている。【支

援センター、各区保健福祉部】 

 

 

 

前進 

 

 

 

・左記の取り組みを継続し

て実施している。 

 

 

 

・相談者へ適切に情報を提供

し、就業支援につなげる。 

(2)専門機関と連携した心理的

支援の実施 

母 子 家 庭 等 就

業・自立支援セ

ンター、支援セ

ンター 

 

・関係機関と連携し、制度に関する

必要な情報提供を行っている。【支

援センター、各区保健福祉部】 

前進 ・左記の取り組みを継続し

て実施している。 

・対象者から十分に話を聞き、

就業に向けた支援を継続し

て実施する。 



「顕著な成果」十分な成果があがっている  「前進」十分とはいえないが、それなりに成果があがっている  「現状維持」成果があがっていない 
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取り組み方策（ＰＬＡＮ） 所管課 平成 23～27年度実績（ＤＯ） 
評価（ＣＨＥＣＫ） 行動目標 

（ＡＣＴＩＯＮ） 進捗度 評価の理由 

２ハローワークとの連携の促進 

   具体的な就業につながるよ

う連携を強化 

 

母 子 家 庭 等 就

業・自立支援セ

ンター 

 

・必要に応じてハローワークと連携

している。【こども家庭局】 

 

前進 

 

・左記の取り組みを継続し

て実施している。 

 

・ハローワーク職員が福祉事

務所に常駐する一体的事業

と連携し、就業につなげる。 

[重点目標８] 子どもへの支援 

１ＤＶ相談機関との連携強化 

(1) 相談の中での子どもへの被

害又はその可能性の有無に関

する的確な判断及び迅速かつ

安全に配慮した対応の実施 

 

 

こども家庭セン

ター、支援セン

ター、各区保健

福祉部、消防局 

 

 

・119 番通報で覚知した時は、管制

室より、こども家庭センターへ通報

し、また救急現場でＤＶや児童虐待

が疑われる場合には、搬送先医師へ

の申し送りを含め関係機関に情報

提供している。 

 

・相談内容から児童虐待の恐れがあ

る場合については、関係機関と連携

し、制度に関する必要な情報提供を

行っている。【支援センター】 

 

 

 

 

 

 

・相談内容から児童に既に被害がお

よんでいる場合、又は、及ぶ可能性

がある場合については、迅速に連携

し、対応することにより、安全確保

及び心理的ケアを行っている。ま

た、警察等通告機関との事前の連携

により、速やかな通告からの介入の

流れができつつある。【こども家庭

センター】 

 

 

 

前進 

 

 

 

 

 

 

前進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・必要な情報提供を実施し

ている。 

 

 

 

 

 

・児童虐待を受けている、

または、その恐れがある児

童のいる場合は、被害者に

対して児童虐待について

の的確な情報提供を行い、

適宜相談機関の情報提供

を行うことにより、迅速に

相談機関につながるよう

に努めている。 

 

・個別ケースが複雑化し、

また、問題が重篤化しつつ

あるのに加え、ＤＶ事案の

相談件数も増加の一途を

辿っているが、様々な視点

を持ち対応することを心

がけ、各関係機関のもつ役

割や権限を重複すること

なく、それぞれの強みを生

かすための支援を展開し

 

 

・引き続き関係機関との連携

を図る。 

 

 

 

 

 

・引き続き、取り組みを実施

していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・面前ＤＶによる心理的虐待

等、増加するＤＶ事案に迅速

に対応するためにも速やか

な情報共有が求められる。

各々の役割や権限に応じた

ケースへの情報提供または

保護を実施し、安全安心を確

保した中での問題解決を目

指す。 

 



「顕著な成果」十分な成果があがっている  「前進」十分とはいえないが、それなりに成果があがっている  「現状維持」成果があがっていない 
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取り組み方策（ＰＬＡＮ） 所管課 平成 23～27年度実績（ＤＯ） 
評価（ＣＨＥＣＫ） 行動目標 

（ＡＣＴＩＯＮ） 進捗度 評価の理由 

 

 

・日常業務において常に意識して取

り組んでいる。【各区保健福祉部】 

 

・救急現場でＤＶが疑われる場合に

は、関係機関に情報提供した。【消

防局】 

 

 

前進 

 

 

前進 

ている。 

 

・左記の取り組みを継続し

て実施している。 

 

・必要な情報提供を実施し

ている。 

 

 

・引き続き、取り組みを実施

していく。 

 

・引き続き関係機関との連携

強化を図る。 

(2)児童虐待対応マニュアルに

ＤＶについての内容を記載 

こども家庭セン

ター 

・平成 24年 7月「神戸市こども家庭

支援室実務者マニュアル」にＤＶに

関する内容を記載した。（第 5 版第

1 部 p.29, p.30）【こども家庭セン

ター】 

現状維持 ・例年どおりの対応であっ

たため。 

・マニュアルを活用し、ＤＶ

東者と児童虐待の関連を熟

知し、幅広い視点をもった連

携対応を行う。 

(3)支援センター・こども家庭セ

ンター・各区こども家庭支援

室との連携によるケースの共

有化及び各機関の機能を踏ま

えた相互に協力した支援の実

施 

こども家庭セン

ター、支援セン

ター、各区保健

福祉部 

・支援センターとこども家庭センタ

ーやこども家庭支援室は、ケースの

共有化を行い、役割や権限、提供可

能な資源に応じて、ケースに対応し

て、必要な情報提供、対応を連携の

もと行っている。【こども家庭セン

ター、支援センター、各区保健福祉

部】 

現状維持 ・個別事案発生時には、速

やかな情報共有や連携を

行っているが、今後更にお

互いの持つ役割や権限に

ついて知識理解等の必要

性がある。 

・各機関の持つ役割や法的権

限を理解し、各々が自らの持

つ権限や資源を最大限活用

する中で、相互連携し、複合

する問題に対応しケースの

利益となりうる処遇や援助

を行う事を目指す。 

２子どもへの心理的ケアの実施 

(1)スクールカウンセラーと連

携した心理的ケアの実施 

 

支援センター、 

教育委員会 

 

・保護者同意のもと、スクールカウ

ンセラーと連携して子どもの心の

ケアに努めた。【教育委員会（指導

課）】 

 

前進 

 

・スクールカウンセラーの

さらなる配置充実により、

相談体制が充実してきて

いる。 

 

・更なる相談体制の充実を図

る。 

(2)ＤＶ被害の影響を受けた子

どもへのカウンセリングをこ

ども家庭センターと連携して

実施 

支援センター、 

こども家庭セン

ター 

・相談内容から、児童虐待が疑われ、

心理的ケアの必要な場合は、関係機

関と連携し、必要な情報提供を実施

している。【支援センター】 

 

 

前進 

 

 

 

 

 

・心理的ケアが必要な児童

に対しては、適宜被害者へ

相談機関を情報提供する

ことにより、心理的ケアに

つながるよう努めている。 

 

・平成 28年度からは、ＤＶ被

害母子に対するグループカ

ウンセリングを実施するこ

とにより、心理的ケアを行う

ことを目指す。 

 



「顕著な成果」十分な成果があがっている  「前進」十分とはいえないが、それなりに成果があがっている  「現状維持」成果があがっていない 
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取り組み方策（ＰＬＡＮ） 所管課 平成 23～27年度実績（ＤＯ） 
評価（ＣＨＥＣＫ） 行動目標 

（ＡＣＴＩＯＮ） 進捗度 評価の理由 

・ＤＶ被害の影響を受けた子どもに

関しては、通告および相談受理によ

り、心理的ケアを行っている。【こ

ども家庭センター】 

現状維持 ・ＤＶ被害を受けた子ども

へのケアとして特別なも

のはなく、現状のカウンセ

リングを行っている。 

・今後は、研修等を通じ、更

に知識経験等を積み、ＤＶ被

害児童により専門的なケア

を行うことを目指す。 

３被害者に対する適切な情報の

提供 

(1)子どもに関する手続きにつ

いて正しく情報提供を行うた

めの相談担当者の理解の徹底

及びわかりやすい情報提供 

 

 

各区まちづくり

推進部・保健福

祉部、支援セン

ター 

 

 

・市民課初任者研修やＤＶ担当者研

修を実施し、支援対象者への適切な

情報提供について周知徹底した。

【区政振興課】 

 

 

・日常業務において正確な情報提供

に努めている。【各区保健福祉部】 

 

・関係機関に確認するなどして各施

策に関する情報収集に努めている。

【支援センター】 

 

 

前進 

 

 

 

 

 

前進 

 

 

前進 

 

 

・職員の業務知識を向上さ

せることで、どの区におい

ても市民課職員が適切な

情報提供を行えるよう徹

底に努めた。 

 

・左記の取り組みを継続し

て実施している。 

 

・子どもに関する手続きに

ついて、正しい情報を定期

的に収集することにより、

支援者を的確に相談機関

につなげられるよう努め

ている。 

 

 

・引き続き必要な情報提供の

徹底を図る。 

 

 

 

 

・引き続き正確な情報提供に

努める。 

 

・引き続き、必要な情報収集

及び的確な情報提供に努め

る。 

４学校等（幼稚園・保育所を含

む）での支援 

(1)学校等で相談できる体制の

整備及び被害者への情報提供 

 

 

こども家庭局、 

教育委員会 

 

 

・生徒指導連絡会等に関係機関を招

いて情報交換を行うなどして連携

を深め、協力して指導する体制を整

えている。【教育委員会（指導課）】 

 

 

前進 

 

 

・関係機関との協力による

体制の整備を進めてきて

いる。 

 

 

・更なる体制の充実を図る。 

(2)学校内で子どもが相談しや

すい環境の整備 

教育委員会 ・各中学校区に原則 2 名のスクール

カウンセラーを配置している。 

・ＤＶ対応マニュアルを活用して教

員による個別相談を行っている。

【教育委員会（指導課）】 

前進 ・相談体制の充実を図って

いる。 

・更なる体制の充実を図る。 



「顕著な成果」十分な成果があがっている  「前進」十分とはいえないが、それなりに成果があがっている  「現状維持」成果があがっていない 
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取り組み方策（ＰＬＡＮ） 所管課 平成 23～27年度実績（ＤＯ） 
評価（ＣＨＥＣＫ） 行動目標 

（ＡＣＴＩＯＮ） 進捗度 評価の理由 

(3)学校等の関係者に対するＤ

Ｖについての正しい知識や対

応に関する啓発 

男 女 共 同 参 画

課、こども家庭

局、 

教育委員会 

・ＤＶ対応マニュアルを配布し、活

用している。【教育委員会（指導課）】 

前進 ・配布・活用に努めている。 ・更なる充実を図る。 

(4)学校等の間での情報共有及

び連携した対応 

こども家庭局、 

教育委員会 

・ＤＶ対応マニュアルを活用してい

る。【教育委員会（指導課）】 

前進 ・教職員等の間で必要な情

報共有を図ることができ

ている。 

・更なる充実を図る。 

５面会の仕組みの検討 

   安全に面会できる仕組みの

構築について検討 

 

男 女 共 同 参 画

課、こども家庭

局 

 

・平成 23年度に別居親と子どもの面

会交流に関する調査を実施した。

【男女共同参画課、こども家庭局】 

 

現状維持 

 

・左記調査により子どもの

安全への配慮の必要性は

確認できたが、具体的な施

設の検討には至っていな

い。 

 

・引き続き、子どもの安全に

視点をおいた面会のあり方

について検討する。 

[重点目標９] 高齢者・障がい者

への支援 

１高齢者の被害実態の把握 

(1)高齢者虐待とＤＶの関連性

や援助の視点の明確化及び被

害実態の把握 

 

 

 

あんしんすこや

かセンター、各

区保健福祉部 

 

 

 

・高齢者虐待の相談・通報窓口であ

るあんしんすこやかセンター職員

への研修にて高齢者虐待とＤＶの

関連性やＤＶ相談機関について情

報提供した。 

・あんしんすこやかセンター説明会

で研修を実施した。【介護保険課】 

 

 

 

前進 

 

 

 

・高齢者虐待とＤＶの関連

性に関する情報提供に努

めた。 

 

 

 

・引き続き情報提供に努め、

支援者のスキルアップを図

る。 

(2)被害者発見時の速やかな関

係機関との適切な連携 

 

 

あんしんすこや

かセンター、各

区保健福祉部、

支援センター 

・高齢者虐待の被害者（要介護者）

や養護者支援の際にＤＶを発見し

た場合に支援センター等と確実に

連携するよう努めた。【介護保険課】 

前進 ・支援センター等との連携

による対応に努めた。 

・引き続き支援センター等の

関係機関と連携し、情報共有

に努める。 

２障がい者に対する適切な情報

の提供 

(1)障がい者の相談に携わる機

関でのＤＶに関する理解の推

進 

 

 

障害者支援課 

 

 

・ＤＶ被害者支援関係機関合同研修

会への参加を通じて、ＤＶ事案に対

する対応について学ぶとともに、関

 

 

前進 

 

 

・左記取り組みを継続して

実施している。 

 

 

・引き続き研修会への参加に

より情報収集及び関係機関

との連携につとめていく。 



「顕著な成果」十分な成果があがっている  「前進」十分とはいえないが、それなりに成果があがっている  「現状維持」成果があがっていない 
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取り組み方策（ＰＬＡＮ） 所管課 平成 23～27年度実績（ＤＯ） 
評価（ＣＨＥＣＫ） 行動目標 

（ＡＣＴＩＯＮ） 進捗度 評価の理由 

係機関との連携を確認してきた。

【障害者支援課】 

(2)被害者発見時の速やかな関

係機関との適切な連携 

障害者支援課 ・平成 24 年 10 月より神戸市障害者

虐待防止センターを開設し、24 時

間 365日の間、障害者虐待に関する

相談を受け付ける中でＤＶ事案に

該当すると思われる事案に対して

は、必要な情報提供を行ってきた。

【障害者支援課】 

前進 ・左記取り組みを継続して

実施している。 

・引き続き必要な情報提供を

実施するとともに、関係機関

と連携し情報共有を図って

いく。 

(3)必要な情報を障がいの内容

に合わせた適切な方法でわか

りやすく提供 

支援センター、

障害福祉課、各

区保健福祉部 

・関係機関と連携して必要な情報提

供を行っている。【支援センター】 

 

・障がい者への個別支援の中で必要

な情報提供を行っている。【障害者

支援課、各区保健福祉部】 

 

・発達障害の特性であるコミュニケ

ーションの困難さがＤＶの一因と

なっていると疑われる事例につい

ては、支援センターを紹介するなど

の必要な情報提供を行っている。

【発達障害者支援センター】 

前進 

 

 

前進 

 

 

 

前進 

・左記の取り組みを継続し

て実施している。 

 

・左記の取り組みを継続し

て実施している。 

 

 

・左記の取り組みを継続し

て実施している。 

・引き続き必要な情報提供を

実施する。 

 

・引き続き必要な情報提供を

実施する。 

 

 

・支援センターとも連携しな

がら、引き続き必要な情報提

供を 

(4)障がい者の相談に携わる機

関へのＤＶ相談機関に関する

情報提供 

支援センター ・ＤＶ被害者支援関係機関合同研修

会などを通じて、必要な情報提供に

努めている。【支援センター】 

前進 ・障がい者の相談に関わる

機関へ研修会の案内を送

付することで、研修出席者

への、必要な情報提供を実

施している。 

・引き続き必要な情報提供を

実施する。 

[重点目標 10] 外国人への支援 

１被害者に対する適切な情報の

提供 

外国人のＤＶ関連相談に対

する初期対応のための研修の

 

 

 

神戸国際コミュ

ニティセンター 

 

 

 

・GONGO 相談員会議（※）にて、外

国人の生活相談を担当している相

 

 

 

前進 

 

 

 

 

・研修を通して、相談員の

資質向上及び情報交換が

 

 

 

・引き続き平成 28年度も研修

を継続するなどして、外国人



「顕著な成果」十分な成果があがっている  「前進」十分とはいえないが、それなりに成果があがっている  「現状維持」成果があがっていない 
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取り組み方策（ＰＬＡＮ） 所管課 平成 23～27年度実績（ＤＯ） 
評価（ＣＨＥＣＫ） 行動目標 

（ＡＣＴＩＯＮ） 進捗度 評価の理由 

実施  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援センター 

談員向けに研修を実施。 

※…兵庫県内ないし近隣地域で外

国人の生活相談を担当している行

政機関（GO）及び NGOの相談員の資

質及び情報交換を図る会議。神戸国

際協力交流センター会議室にて定

期的に実施。 

・ＤＶに関するパンフレットを常時

神戸国際コミュニティセンターに

設置している。 

・平成 23年度以降毎年、外国人市民

生活相談員研修及び外国人相談窓

口担当者連絡会での研修を実施し

ていたが、平成 27 年度は外国人市

民生活相談員研修会と外国人相談

窓口担当者連絡会を統合し、研修を

継続した。 

・ＤＶに関するパンフレットを常時

設置している。 【神戸国際コミュ

ニティセンター】 

 

・平成 23年度までに 7ヵ国語(英語、

中国語、韓国・朝鮮語、スペイン語、

ポルトガル語、ベトナム語、タガロ

グ語)のリーフレットを作成した。

【支援センター】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状維持 

 

 

図れるなどしたため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・定期的に研修を開催して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・7 ヵ国語のリーフレット

を作成し、区役所、神戸国

際コミュニティセンター

等に配布し、支援センター

機能について情報提供し

ている。 

≪27年度目標≫ 

７か国語 

からの相談に対して適切に

対応を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・引き続き外国人からの相談

に対して適切に対応を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・兵庫県が 10ヵ国語のリーフ

レットを作成しており、適宜

活用していく。 

３通訳体制の充実 

(1)民間支援団体と連携した通

 

支援センター 

 

・必要に応じて、民間支援団体へ通

 

現状維持 

 

・左記取り組みを継続して

 

・引き続き、相談者の必要に
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取り組み方策（ＰＬＡＮ） 所管課 平成 23～27年度実績（ＤＯ） 
評価（ＣＨＥＣＫ） 行動目標 

（ＡＣＴＩＯＮ） 進捗度 評価の理由 

訳体制の充実 訳を依頼している。【支援センター】 実施しているが、通訳体制

の充実についての検討に

は至っていない。 

 

応じた対応に努めていく。 

(2)通訳派遣費用などに係る被

害者の負担軽減方法について

の検討 

支援センター・ 

男女共同参画課 

・民間支援団体が行う同行支援への

補助の中で通訳者の交通費も対象

としている。【支援センター・男女

共同参画課】 

 

現状維持 ・通訳派遣費用の補助の実

施には至っていない。 

・通訳派遣費用への補助の可

否も含めて、民間支援団体に

対するＤＶ被害者支援活動

補助のより効果的な実施方

法について検討する。 

[重点目標 11] 心理的ケアの充

実 

１カウンセリング機能の充実 

(1)支援センターでのカウンセ

リングの情報の周知及び個別

カウンセリング体制の強化 

 

 

 

支援センター 

 

 

 

・女性のためのＤＶ相談室において

平成 22 年度以降毎年 200件超のカ

ウンセリングを実施している。 

平成 27 年度は 193件となっている。

【支援センター】 

 

 

 

前進 

 

 

 

・面談相談によりカウンセ

リングが必要と判断され

た被害者について、カウン

セリングの機能について

説明し、実施している。他

機関でのカウンセリング

等についても情報提供し

ている。 

 

 

 

・引き続き、取り組みを実施

していく。 

(2)大学等関係機関と連携して

実施しているグループカウン

セリングについての関係機関

への周知 

男女共同参画セ

ンター 

・大学等関係機関と連携したＤＶ被

害者へのグループカウンセリング

を、関係機関へ情報提供したうえで

毎年 2 クール実施している。【男女

共同参画センター】 

前進 ・子どもとの関係の再構築

や再被害の防止など参加

者の回復に大きな成果が

あった。 

 

≪27年度目標≫ 

２クール／年 
 

・平成 28年度からは、これま

で母親のみを対象としてい

たが、ＤＶ被害母子を対象と

したグループカウンセリン

グを実施し、よりきめ細やか

な支援に努めるとともに、成

果の「見える化」も検討して

いく。 

(3)長期的な心理的ケアが必要

な被害者に対する支援のあり

方の検討 

男 女 共 同 参 画

課、男女共同参

画センター 

・ＤＶ検討会で継続的に意見交換を

行っている。 

・必要に応じ、男女共同参画センタ

ーで実施しているセミナー等の紹

前進 ・他団体との共催事業も含

め、セミナー、カウンセリ

ングを実施し、被害者のニ

ーズが把握できるよう努

・被害者のニーズを把握し、

的確な支援を実施するとと

もに、実施内容を検証し、効

果的な事業のあり方を検討
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取り組み方策（ＰＬＡＮ） 所管課 平成 23～27年度実績（ＤＯ） 
評価（ＣＨＥＣＫ） 行動目標 

（ＡＣＴＩＯＮ） 進捗度 評価の理由 

介を行っている。 

【男女共同参画課・男女共同参画セ

ンター】 

めている。 していく。 

(4)被害者同士の自助グループ

の形成支援 

男女共同参画セ

ンター 

・ＤＶを経験した女性同士で語り合

う「ＤＶ被害者サポートグループ」

を平成 23年 6月から月 1回開催し

ている。【男女共同参画センター】 

前進 ・月 1 回サポートグループ

を実施することで、自助グ

ループの形成支援が出来

るよう努めている。 

・引き続き、取り組みを実施

するとともに、広報啓発の充

実を検討していく。 

[重点目標 12] 市民・企業に対

する啓発 

１市民に対する啓発の推進 

(1)ＤＶ防止啓発キャンペーン

のより効果的な実施 

 

 

 

男女共同参画課 

 

 

 

・毎年、11 月 12 日～25日の「女性

に対する暴力をなくす運動」の一環

として、市民の協力を得て作成した

パープルリボンバッジを約 10,000

個配布している。 

・各管理者の協力を得て、ポートタ

ワー、モザイク観覧車のライトアッ

プを実施し、平成 25 年土からはフ

ラワーロード及び明石海峡大橋も

ライトアップを実施している。【男

女共同参画課】 

 

 

 

前進 

 

 

 

・パープルリボン作成協力

者やライトアップ施設が

年々増えており、取り組み

は拡充している。 

・パープルリボンの作成は

増加傾向にある。また、身

近な相談者となりうる民

生委員の協力も得られて

いる。 

・市政アドバイザーへの意

識調査ではＤＶ相談窓口

の認知度は上がっていな

い。 

 

 

 

・被害者の支援にいかに結び

付けていくかということも

念頭に、デートＤＶ予防啓発

の取り組みともあわせて、引

き続きＤＶ防止の啓発に努

めていく。 

(2)ＤＶを含むあらゆる暴力を

許さないための啓発事業の積

極的な実施 

男女共同参画セ

ンター 

・啓発のためのセミナー等について

は、センター主催のものだけでな

く、民間支援団体との共催でも実施

している。 

・ＤＶ情報提供会を定期的に開催し

ている。 

≪ＤＶ防止セミナー、ＤＶ情報提供

会及び性暴力被害者支援公開講座

（共催）の参加者≫ 

現状維持 ・左記のセミナー等を継続

して開催している。 

・参加者数は目標に届いて

いない。 

≪27年度目標≫ 

400人／年 

 

 

 

・参加者にはＤＶ被害者も含

まれるため、参加者の安全に

配慮しつつ、引き続きＤＶの

予防啓発のためのセミナー

等の開催及び周知に努めて

いく。 

・支援者となりうる団体への

ＤＶ啓発事業の実施につい

て検討する。 



「顕著な成果」十分な成果があがっている  「前進」十分とはいえないが、それなりに成果があがっている  「現状維持」成果があがっていない 
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取り組み方策（ＰＬＡＮ） 所管課 平成 23～27年度実績（ＤＯ） 
評価（ＣＨＥＣＫ） 行動目標 

（ＡＣＴＩＯＮ） 進捗度 評価の理由 

 23年度 129人 

 24年度 200人 

 25年度 299人 

 26年度 128人 

 27年度 46人（性暴力被害者支援

公開講座の共催はなし） 

【男女共同参画センター】 

(3)ＤＶが人権侵害であること

を男性が認識できるセミナー

の実施 

男女共同参画セ

ンター 

・男性が「男らしく」ではなく「自

分らしく」生きることを考える場と

して「男の生き方セミナー」を開催

している。【男女共同参画センター】 

前進 ・ＤＶの防止だけでなく、

ＤＶの背景の 1 つである

固定的性別役割分担意識

にとらわれない生き方に

ついても考える場を提供

している。 

・引き続き、取り組みを実施

していく。 

(4)市民への情報提供の積極的

な実施 

 

男女共同参画セ

ンター、人権推

進課 

・情報誌「あすてっぷＫＯＢＥ」を

年 4回発行し、男女共同参画に関す

る情報やセミナーの案内等をして

いる。【男女共同参画センター】 

 

・人権啓発冊子「あすへの飛翔」「み

んなにやさしいまち みんながや

さしいまち神戸をめざして」の作成

のほか、人権に関する映画の上映、

講演会の開催、人権啓発ビデオの貸

し出し等を行っている。【人権推進

課】 

前進 

 

 

 

 

前進 

・左記のとおり、さまざま

な機会をとらえた啓発の

取り組みを継続して実施

している。 

 

・左記のとおり、さまざま

な機会をとらえた啓発の

取り組みを継続して実施

している。 

・引き続き、取り組みを実施

していく。 

 

 

 

・引き続き、取り組みを実施

していく。 

(5)図書・資料の充実 男女共同参画セ

ンター 

・「情報ライブラリー」を運営し、男

女共同参画等に関する図書や資料

の閲覧や貸し出し等を行っている。 

≪蔵書数（平成 27年度末）≫ 

 図書 9,367冊 

 資料 11,030冊 

【男女共同参画センター】 

前進 ・セミナー開催に合わせて、

ＤＶ関連蔵書を目立たせ、

ＤＶ関連図書リストを配

布したり、セミナー会場に

図書の閲覧コーナーを設

けるなど工夫している。 

・引き続き、取り組みを実施

していく。 



「顕著な成果」十分な成果があがっている  「前進」十分とはいえないが、それなりに成果があがっている  「現状維持」成果があがっていない 
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取り組み方策（ＰＬＡＮ） 所管課 平成 23～27年度実績（ＤＯ） 
評価（ＣＨＥＣＫ） 行動目標 

（ＡＣＴＩＯＮ） 進捗度 評価の理由 

(6)支援センターのリーフレッ

ト等の市民・関係機関への配

布 

支援センター ・さまざまな機会を捉えて配布した

り、関係機関での配架を依頼したり

して、情報提供に努めている。【支

援センター】 

前進 ・セミナーや研修などの場

において、支援センターの

リーフレット等を配布し、

広報啓発に努めている。 

・リーフレットを改訂し、Ｄ

Ｖ予防啓発に向けた更なる

取り組みを検討していく。 

・支援者となりうる団体への

リーフレットの配布先の拡

充を検討していく。 

(7)「ふれあい懇話会」などを通

じた保護者や地域住民への積

極的な啓発活動 

教育委員会 ・虐待の問題と関連させて、保護者

や地域住民への啓発活動を実施し

た。【教育委員会（指導課）】 

現状維持 ・直接的にＤＶについて取

り上げる機会は少なかっ

た。 

・研修資料の紹介・提供など

により啓発活動が深まるよ

う取り組みを継続する。 

(8)実効性のある加害者更生施

策に関する国及び他の自治体

の取り組み状況の把握 

男女共同参画課 ・国や他自治体の調査研究及び取り

組み状況の把握に努めている。【男

女共同参画課】 

現状維持 ・情報収集は行っているが、

国においても加害者更生

プログラムの実効性の検

証はできていない。 

・加害者更生プログラムを実

施している民間団体等の情

報についても、積極的に収集

に努めていく。 

(9)男性から相談があった場合

の県などの相談機関の紹介 

男女共同参画課 ・県男女共同参画センターが実施し

ている「男性のための相談」を紹介

している。【男女共同参画課】 

現状維持 ・「男性被害者が相談できる

機会の確保」についてはＤ

Ｖ検討会で意見交換を行

っているところではある

が、問い合わせも少なく、

現状では市独自の相談は

行っていない。 

・引き続き県の相談機関を紹

介するとともに、国及び他の

市町村の動向や男性相談の

需要を勘案しながら、更に踏

み込んだ対応が必要かどう

か検討していく。 

２企業と連携した啓発の実施 

(1)従業員に対する啓発方法に

ついての情報提供 

 

男女共同参画課 

 

・男女共同参画推進会議でＤＶの取

り組みを紹介している。【男女共同

参画課】 

 

前進 

 

・男女共同参画推進会議等

でＤＶ予防啓発グッズの

配布を行うなど、情報提供

を行い、少しずつではある

が、周知に努めている。 

 

・引き続き、取り組みを進め

ていく。 

(2)企業への出前トーク等によ

る啓発 

男女共同参画課 ・平成26年度は出前トーク1回実施。 

・こうべ男女いきいき事業所へＤＶ

予防啓発グッズを送付し、企業への

意識啓発を行った。【男女共同参画

課】 

現状維持 ・ＤＶに関する出前トーク

は企業にとって利用しづ

らいのか、これまで申し込

みがなかったが、平成 26

年度に 1回で実施できた。 

・引き続き、取り組みを進め

ていく。 
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取り組み方策（ＰＬＡＮ） 所管課 平成 23～27年度実績（ＤＯ） 
評価（ＣＨＥＣＫ） 行動目標 

（ＡＣＴＩＯＮ） 進捗度 評価の理由 

≪27年度目標≫ 

５回／年 
 

[重点目標 13]  若年層等への

教育・啓発及び教育関係者に対

する啓発 

１デートＤＶ防止に関する取り

組みの強化 

(1)高校生に向けたデートＤＶ

予防啓発事業の積極的な実施 

男女共同参画課 

・男女共同参画

センター 

 

 

 

 

 

・市立高等学校でのデートＤＶ予防

啓発プログラムを実施。校長会・生

徒指導会・養護教諭会等へ積極的に

働きかけた。 

 22年度まで 4校 

 23年度   2校（うち新規 1校） 

 24年度   2校（うち新規 2校） 

 25年度   3校 

 26年度   3校 

 27年度   2校 

 実施校累計  7校（16回） 

【男女共同参画課・男女共同参画セ

ンター】 

 

 

 

 

 

前進 

 

 

 

 

 

・新規実施校が増えた。 

・目標数には届いていない。 

≪27年度目標≫ 

全校(高校・高専 10校) 

 

 

 

 

 

・今後も引き続き取り組みを

進めていく。 

・過密カリキュラムの中でデ

ートＤＶ予防啓発の時間を

割くことが難しい学校もあ

るので、学校での取り上げ方

について検討する。 

(2)デートＤＶ防止教育に関す

る研修対象の拡充 

男女共同参画課 

・男女共同参画

センター、教育

委員会 

・上記のデートＤＶ予防啓発事業を

中学校でも実施している。 

 23年度  7校（うち新規 7校） 

 24年度  10校（うち新規 7校） 

 25年度  12校（うち新規 7校） 

 26年度  15校（うち新規 5校） 

 27年度  13校（うち新規 2校） 

 実施校累計 28校（57回） 

・また、教職員等を対象にした事業

も実施している。平成 24 年度には

中学校長会でも講演を実施した。 

 22年度まで 5回 

現状維持 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・実施校は増えてきている

ものの、過密カリキュラム

の中でデートＤＶ予防啓

発の時間を割くことが難

しいこともあり、累計 28

校に留まり、新規実施校が

なかなか増えない。 

≪27年度目標≫ 

全校（中学校 82校） 

教育関係者 ８回／年 

 

 

・今後も引き続き取り組みを

進め、広報啓発の充実を検討

していく。 

・過密カリキュラムの中で、

デートＤＶ予防啓発の時間

を割くことが難しい学校も

あるので、学校での取り上げ

方について検討する。 
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取り組み方策（ＰＬＡＮ） 所管課 平成 23～27年度実績（ＤＯ） 
評価（ＣＨＥＣＫ） 行動目標 

（ＡＣＴＩＯＮ） 進捗度 評価の理由 

 23年度   3回 

 24年度   2回 

 25年度   0回 

 26年度  0回 

 27年度  0回 

 実施回数累計 10回 

【男女共同参画課・男女共同参画セ

ンター】 

 

・幼、小、中、高、特別支援学校の

人権担当者会において人権課題と

して研修実施を依頼。各学校で作成

する人権教育活動計画書の中にセ

クハラ研修と関連付けてデートＤ

Ｖ研修を位置づけて実施した。 

 （27年度 5校園で重点実施） 

【教育委員会（人権教育課）】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状維持 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・各校のセクハラ研修は、

全校で実施されている。そ

の機会を捉え、デートＤＶ

に関する啓発・予防を含め

て校内研修を実施した学

校がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今後も引き続き取組を進め

ていく。 

・学校での取り上げ方につい

て検討する。 

(3)デートＤＶ防止教育の研修

会・講演会等への積極的な参

加の促進 

男女共同参画課 

・男女共同参画

センター、教育

委員会 

・毎年、中学校及び高等学校の校長

会にてデートＤＶ予防啓発事業に

ついて案内している。【男女共同参

画課・男女共同参画センター】 

 

・平成 24 年 10 月中学校校長会にて

ＤＶ予防啓発研修を実施してＤＶ

被害者の支援の視野が広がった（参

加者 70 人）。【教育委員会（人権教

育課）】 

前進 

 

 

 

 

現状維持 

・左記の取り組みを継続し

て実施していく。 

 

 

 

・啓発チラシ・ポスター等

で積極的な参加をうなが

した。 

・今後も引き続き取り組みを

進めていく。 

 

 

 

・今後も引き続き取り組みを

進めていく。 

２学校等での取り組みの強化 

(1)各学校で作成する人権教育

活動計画書の中にセクハラ研

修とともにデートＤＶ研修を

位置づけ実施 

 

教育委員会 

 

・25年度、六甲アイランド高校で、

講師を招いて、ＤＶ予防啓発のため

の職員研修を実施し、ＤＶ被害者の

支援の視野が広がった（参加者 100

人）。【教育委員会（人権教育課）】 

 

現状維持 

 

・セクハラ研修の機会を捉

え、デートＤＶに関する啓

発・予防を含めて校内研修

を実施した学校がある。 

 

・今後も引き続き取り組みを

進めていく。 
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取り組み方策（ＰＬＡＮ） 所管課 平成 23～27年度実績（ＤＯ） 
評価（ＣＨＥＣＫ） 行動目標 

（ＡＣＴＩＯＮ） 進捗度 評価の理由 

(2)学校と関係機関の更なる連

携強化 

教育委員会 ・生徒指導連絡会等に関係機関を招

いて情報交換を行うなどして連携

を深め、協力して指導する体制を整

えた。【教育委員会（指導課）】 

前進 ・関係機関との連携を深め

て取り組んでいる。 

・関係機関との協力体制を継

続する。 

３大学と連携した啓発の実施 

(1)学生に対する啓発の実施 

 

男女共同参画課 

 

・大学生がデザインしたデートＤＶ

予防啓発カードを作成し、平成 24

年度より市内の大学及び専門学校

へ配布しているほか、ファミリーマ

ート及びローソン市内店舗のトイ

レへの設置も依頼している。 

・神戸市看護大学学生の実習受け入

れに際し、ＤＶについての説明を実

施している。【男女共同参画課】 

 

顕著な成

果 

 

・手に取りやすいカード作

成するとともに、設置箇所

を増やし、若者に情報が届

くように努めた。 

 

・引き続き学校やコンビニと

の連携によるカードの設置、

啓発に努めていきたい。 

(2)ＤＶ情報提供リーフレット

等の配布 

 

男女共同参画課 ・市内大学に対して協力を依頼して

いる。【男女共同参画課】 

前進 ・平成 24年度より予防啓発

カードの配布も依頼して

いる。 

・今後も引き続き大学の協力

を得て情報提供に努めてい

く。 

(3)男女共同参画センターで行

うＤＶ防止セミナーのチラシ

の送付 

男女共同参画セ

ンター 

・市内大学に対して協力を依頼して

いる。【男女共同参画センター】 

前進 ・平成 24年度より予防啓発

カードの配布も依頼して

いる。 

・今後も引き続き大学の協力

を得て情報提供に努めてい

く。 

[重点目標 14] 医療関係者に対

する啓発 

１医療関係者に対するマニュア

ル等を使用した啓発の徹底 

(1)医療関係者に対して被害者

への情報提供のためのリーフ

レット等を配布 

 

 

 

 

男女共同参画課 

・支援センター 

 

 

 

 

・支援センターのリーフレット等を

広く配布し、情報提供に努めてい

る。【男女共同参画課・支援センタ

ー】 

 

 

 

 

前進 

 

 

 

 

・支援センターのリーフレ

ットを配布することで、広

報啓発の充実に努めてい

る。 

 

 

 

 

・引き続き、取り組みを実施

していく。 

(2)医療関係者等に対して被害

者の発見・通報・情報提供に

関する研修会を関係団体と協

力して実施 

男女共同参画課 ・平成 22年 3月に、神戸市医師会の

協力を得て医療関係者向けの講演

会を開催するとともに、医療関係者

のためのＤＶ被害者対応マニュア

現状維持 ・左記の取り組みにより医

療関係者への協力を依頼

している。 

・必要に応じて、神戸市医師

会等と協力しながら取り組

みを進めていく。 

・医療関係者への働きかけを
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取り組み方策（ＰＬＡＮ） 所管課 平成 23～27年度実績（ＤＯ） 
評価（ＣＨＥＣＫ） 行動目標 

（ＡＣＴＩＯＮ） 進捗度 評価の理由 

ル及び対応シートを作成して医療

関係者に配布した。【男女共同参画

課】 

行う。 

[重点目標 15]福祉関係者に対す

る啓発 

１福祉関係者に対するハンドブ

ック等の配布による啓発の徹

底 

(1)福祉関係者に対して被害者

への情報提供のためのリーフ

レット等を配布 

 

 

 

 

 

男女共同参画課 

・支援センター 

 

 

 

 

 

・支援センターのリーフレット等を

広く配布し、情報提供に努めてい

る。【男女共同参画課・支援センタ

ー】 

 

 

 

 

 

前進 

 

 

 

 

 

・支援センターのリーフレ

ットを配布することで、広

報啓発の充実に努めてい

る。 

 

 

 

 

 

・新たな配布先の検討も行い

ながら、引き続き、取り組み

を実施していく。 

(2)福祉関係者に対して被害者

の発見・通報・情報提供に関

する研修会を関係団体と協力

して実施 

男 女 共 同 参 画

課、保健福祉局 

・平成 22 年 12 月に、民生委員・児

童委員・ファミリーサポートセンタ

ー会員向けのＤＶ被害者対応ハン

ドブックを作成して配布した。【男

女共同参画課】 

現状維持 ・左記の取り組みにより民

生委員・児童委員への協力

を依頼している。 

・必要に応じて、民生委員・

児童委員等と協力しながら

取り組みを進めていく。 

(3)福祉関係者に対して被害者

の安全やプライバシーに十分

配慮するよう研修会等を通じ

て周知 

男 女 共 同 参 画

課、保健福祉局 

・平成 22 年 12 月に、民生委員・児

童委員向けのＤＶ被害者対応ハン

ドブックを作成して配布した。【男

女共同参画課】 

現状維持 ・左記の取り組みにより民

生委員・児童委員への協力

を依頼している。 

・必要に応じて、民生委員・

児童委員等と協力しながら

取り組みを進めていく。 

[重点目標 16]被害者支援を担う

関係者の人材育成  

１被害者支援を担う関係者に対

する研修の強化 

(1)様々な研修の機会を通じた

被害者への二次的被害の防止

の強化 

 

 

 

 

男女共同参画課 

・支援センター 

 

 

 

 

・ＤＶ被害者支援関係機関合同研修

会を年に数回開催したり、関係各事

業担当者の研修会に協力したりし

て、担当者の資質向上を図ってい

る。【男女共同参画課・男女共同参

画センター】 

 

 

 

 

前進 

 

 

 

 

・研修の機会を通じて、被

害者の状況や配慮事項に

ついて理解を促すことで、

二次的被害の防止に努め

ている。 

 

 

 

 

・引き続き、内容を工夫しな

がら取り組みを実施してい

く。 



「顕著な成果」十分な成果があがっている  「前進」十分とはいえないが、それなりに成果があがっている  「現状維持」成果があがっていない 
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取り組み方策（ＰＬＡＮ） 所管課 平成 23～27年度実績（ＤＯ） 
評価（ＣＨＥＣＫ） 行動目標 

（ＡＣＴＩＯＮ） 進捗度 評価の理由 

(2)幅広い関係者への研修の実

施 

男女共同参画課 

・支援センター 

・ＤＶ被害者支援関係機関合同研修

会を年に数回開催し、関係各事業担

当者向けの研修に協力することで、

担当者の資質向上を図っている。 

・平成 23年度及び 25年度には民間

支援団体支援者養成研修を団体に

委託して実施した。 

≪支援者等関係者研修参加者≫ 

 23年度 745人 

 24年度 803人 

 25年度 1,087人 

 26年度 1,219人 

 27年度 1,219人 

≪支援者養成研修参加者数≫ 

 23年度 延べ 200人 

  （5団体に委託 14回開催） 

 25年度 延べ 72人 

  （1団体に委託 2回開催） 

 26年度 延べ 77人 

  （3団体に委託 4回開催） 

 27年度 延べ 229人 

  （3団体に委託 4回開催） 

【男女共同参画課・支援センター】 

前進 ・左記の取り組みを継続し

て実施し、参加者が増えて

いる。 

≪27年度目標≫ 

 支援者等関係者研修 

1,000人／年 

 支援者養成研修 

50人／年 
 

・引き続き、参加者が増える

よう、工夫しながら取り組み

を実施していく。 

(3)実務担当者向け研修の実施

による資質向上 

支援センター 

 

・ＤＶ被害者支援関係機関合同研修

会を年に数回開催したり、関係各事

業担当者の研修会に協力したりし

て、担当者の資質向上を図ってい

る。【支援センター】 

前進 ・左記の取り組みを継続し

て実施し、資質の向上を図

れるよう努めている。 

・引き続き、取り組みを実施

していく。 

(4)支援者等関係者のセルフケ

アを目的とした研修の実施に

よる関係者の二次的受傷の防

止を強化 

支援センター ・ＤＶ被害者支援関係機関合同研修

会を年に数回開催したり、関係各事

業担当者の研修会に協力したりし

て、担当者の資質向上を図ってい

る。【支援センター】 

前進 ・左記の取り組みを継続し

て実施し、関係者の二次受

傷の防止に努めている。 

・引き続き、取り組みを実施

していく。 



「顕著な成果」十分な成果があがっている  「前進」十分とはいえないが、それなりに成果があがっている  「現状維持」成果があがっていない 
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取り組み方策（ＰＬＡＮ） 所管課 平成 23～27年度実績（ＤＯ） 
評価（ＣＨＥＣＫ） 行動目標 

（ＡＣＴＩＯＮ） 進捗度 評価の理由 

(5)様々な機会を通じた学校関

係者に対するＤＶの早期発見

及び対応に関する研修の実施 

教育委員会 ・神戸市情報教育基盤サービスに「Ｄ

Ｖの中で過ごす子どもを助けるた

めに」のデータを登録し、各校で必

要な保護者等に手渡しできるよう

にしている。 

・平成 23 年 11 月小学校校長会にて

ＤＶ予防啓発研修を実施してＤＶ

被害者の支援の視野が広がった（参

加者 140人）。 

・平成 24 年 10 月中学校校長会にて

ＤＶ予防啓発研修を実施してＤＶ

被害者の支援の視野が広がった（参

加者 70 人）。【教育委員会（人権教

育課）】 

前進 ・システムの整備により、

各校での対応を可能とし

た。 

・引き続き必要な情報提供を

実施する。 

(6)学校間における定期的な情

報交換等による連携の強化 

教育委員会 ・生徒指導連絡会等に関係機関を招

いて情報交換を行うなどして連携

を深め、協力して指導する体制を整

えた。【教育委員会（指導課）】 

前進 ・学校間及び関係機関との

連携を深めて取り組んで

いる。 

・学校間及び関係機関との協

力体制を継続する。 

２実務担当者以外の市職員に対

する研修の充実 

(1)実務担当者以外の市職員に

対するＤＶ研修の実施 

 

 

男 女 共 同 参 画

課、人権推進課 

・「人権シート」でＤＶに関するテー

マを取り上げ、全職員に回覧し、周

知に努めている。 

≪最近発行したもの≫ 

 No193（Ｈ24.11.22） 

 「知っていますか？パープルリボ

ン、ホワイトリボン」 

 No213（Ｈ25.10.31） 

 「国際ガールズデー」 

 No232（Ｈ26.10.30） 

 「『パープルリボン』に込められた

思い～ＤＶを許さない！～」 

 No249 (Ｈ27.11.10) 

【男女共同参画課、人権推進課】 

現状維持 ・「人権シート」にて、ひと

とおり全職員への周知は

行っている。 

・個別の研修については、

過密なカリキュラムの中

でテーマの 1 つとして取

り上げるのはなかなか難

しい。 

≪27年度目標≫ 

15回／年 
 

・「人権シート」における職員

への周知には引き続き努め

るとともに、その他の方法に

よる効果的な職員への周知

についても、庁内ネットワー

ク会議などを通じて検討す

る。 



「顕著な成果」十分な成果があがっている  「前進」十分とはいえないが、それなりに成果があがっている  「現状維持」成果があがっていない 
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取り組み方策（ＰＬＡＮ） 所管課 平成 23～27年度実績（ＤＯ） 
評価（ＣＨＥＣＫ） 行動目標 

（ＡＣＴＩＯＮ） 進捗度 評価の理由 

(2)受講者に対するアンケート

によるＤＶの理解についての

検証の実施 

男 女 共 同 参 画

課、人権推進課 

・「人権シート」でＤＶに関するテー

マを取り上げ、全職員に回覧し、周

知に努めている。【男女共同参画課、

人権推進課】 

現状維持 ・「人権シート」は必ず全職

員に回覧する運用となっ

ているが、アンケートの実

施による検証は難しい。 

・「人権シート」以外の方法に

よる研修が実施した場合に、

アンケート等による検証も

実施する。 

[重点目標 17]関係機関の連携・

協力  

１既存の推進体制による取り組

みの強化 

   男女共同参画推進本部・男女

共同参画推進会議における重

点的な取り組み 

 

 

 

 

男女共同参画課 

 

 

 

 

・市内の地域団体・経済団体など 25

団体及び学識経験者からなる「神戸

市男女共同参画推進会議」を年 2

回開催し、ＤＶも含む男女共同参画

の分野に関する情報・意見交換を行

っている。【男女共同参画課】 

 

 

 

 

前進 

 

 

 

 

・左記の取り組みを継続し、

被害者の自立支援制度な

ど少しずつ進んでいる。 

 

 

 

 

・引き続き、取り組みを実施

していく。 

２民間支援団体および関係機関

との連絡調整会議等の実施 

   関係機関との連絡会議の定

期的な開催 

 

 

男女共同参画課 

 

 

・新たな会議は立ち上げていないが、

「男女共同参画推進会議」を開催す

るほか、必要に応じて随時情報交換

等に努めている。【男女共同参画課】 

 

 

現状維持 

 

 

・定期的に開催する会議は

立ち上げていない。 

・県等が実施する連絡会に

参加し、関係機関との連

携・協力を緊密なものとし

ている。 

 

 

・既存の取り組みを継続する

し、連携・協力を強化する。 

・新たな会議を立ち上げる必

要があるかどうかについて検

討する。 

３ネットワーク会議による連携

の強化 

(1）庁内ＤＶ対策関係課長会

議・ネットワーク会議におけ

る被害者支援施策の検討 

 

 

男女共同参画課 

・ 支 援 セ ン タ

ー・庁内ネット

ワーク会議 

 

 

・ＤＶ対策関係課長連絡会議及びＤ

Ｖ対策庁内ネットワーク会議を定

期的に開催し、情報交換等を行って

いる。【男女共同参画課・支援セン

ター】 

 

 

前進 

 

 

・左記の取り組みを継続し

て実施し、被害者支援の共

通認識を持つことに努め

ている。 

 

 

・引き続き、取り組みを実施

していく。 

(2)庁内ネットワーク会議にお

ける情報交換・事例検討 

男女共同参画課 

・支援センター 

・ＤＶ対策庁内ネットワーク会議を

定期的に開催し、情報交換等を行っ

ている。【男女共同参画課・支援セ

前進 ・左記の取り組みを継続し

て実施し、情報交換を行え

ている。 

・引き続き、取り組みを実施

していく。 



「顕著な成果」十分な成果があがっている  「前進」十分とはいえないが、それなりに成果があがっている  「現状維持」成果があがっていない 
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取り組み方策（ＰＬＡＮ） 所管課 平成 23～27年度実績（ＤＯ） 
評価（ＣＨＥＣＫ） 行動目標 

（ＡＣＴＩＯＮ） 進捗度 評価の理由 

ンター】 ・虐待について関わってい

る担当係長との連絡会を

実施し、情報交換をより密

に行った。 

≪27年度目標≫ 

２回／年 
 

４通報者の安全確保 

警察との連携による通報者

の安全確保のための仕組みを

検討する 

 

医療関係者、福

祉関係者、警察、 

支援センター・ 

男女共同参画課 

 

・ＤＶ検討会で継続的に意見交換を

行っている。【男女共同参画課・支

援センター】 

 

現状維持 

 

・相談事例に応じて、警察

とも確実に連携しながら

対応している。 

・仕組みづくりの検討には

至っていない。 

 

・引き続き、警察との確実な

連携を行うとともに、ＤＶ検

討を行う。 

５民間支援団体への支援等の実

施 

   民間支援団体の活動内容の

把握及び効果的な支援の実施 

 

 

男女共同参画課 

 

 

・平成 17年度より、民間支援団体に

対するＤＶ被害者支援活動補助制

度を設け、シェルター運営及び同行

支援に要する費用の一部を補助し

ている。 

・平成 23年度、26 年度及び、27 年

度には民間支援団体支援者養成研

修を団体に委託して実施した。【男

女共同参画課】 

 

 

前進 

 

 

・平成 23年度より民間支援

者団体支援者養成研修を

実施した。 

 

 

・引き続き、取り組みを実施

していく。 

・なお、民間支援者団体支援

者養成研修は平成 28 年度も

実施予定。 

６苦情に対する適切かつ迅速な

対応 

(1)被害者等からの苦情対応の

ためのフローチャートの広報 

 

 

男女共同参画課 

 

 

・ＤＶ対策関係課長連絡会議で作成

した「ＤＶ対応マニュアル」に被害

者からの苦情の処理に関する内容

を記載しており、平成 28年 3 月改

訂版ではフローチャートも記載し

た。【男女共同参画課】 

 

 

前進 

 

 

・庁内における苦情対応を

わかりやすく周知するよ

う努めている。 

・被害者等からの具体的な

苦情の申出はない。 

 

 

・引き続き、苦情がないよう

な対応に努めるとともに、苦

情対応方法の周知にも取り組

んでいく。 



「顕著な成果」十分な成果があがっている  「前進」十分とはいえないが、それなりに成果があがっている  「現状維持」成果があがっていない 
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取り組み方策（ＰＬＡＮ） 所管課 平成 23～27年度実績（ＤＯ） 
評価（ＣＨＥＣＫ） 行動目標 

（ＡＣＴＩＯＮ） 進捗度 評価の理由 

(2)苦情の対応内容のフィード

バック及び対応の改善・情報

の共有 

男女共同参画課 ・被害者等からの具体的な苦情の申

出はないが、「ＤＶ対応マニュアル」

フローチャートの中でフィードバ

ックや対応の改善についても触れ

ている。【男女共同参画課】 

現状維持 ・被害者等からの具体的な

苦情の申出はない。 

・引き続き、苦情がないよう

な対応に努めるととともに、

苦情対応方法の周知にも取り

組んでいく。 

 


